
平成27年 第１予算審査特別委員会 会 議 録 1 

開催年月日 平成27年３月13日(金)・16日(月)・17日(火)・18日(水) 

開 催 場 所  第二委員会室 
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１ 付託事件 

議案第１号 平成27年度滝川市一般会計予算 

議案第13号 滝川市農政部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例に関 

する条例 

議案第14号 滝川市教育委員会教育部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間 

の特例に関する条例 

議案第15号 滝川市における子ども・子育て支援法第87条の規定に基づく過料に関す 

る条例 

議案第18号 滝川市行政手続条例の一部を改正する条例 

議案第19号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び教育 

委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第20号 特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第21号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 

  議案第22号 滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例 

議案第23号 滝川市文化センター条例の一部を改正する条例 

議案第24号 滝川市青年体育センター条例の一部を改正する条例 

議案第26号 滝川市民福祉条例等の一部を改正する条例 

議案第27号 滝川市立保育所条例の一部を改正する条例 

議案第28号 滝川市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

議案第31号 滝川市サイクリングターミナル条例を廃止する条例 

議案第32号 滝川市保育の実施に関する条例を廃止する条例 

議案第33号 公の施設の指定管理者の指定について（軽費老人ホーム） 

議案第34号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水上公園 
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      の一部） 

議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（スポーツセンター） 

議案第40号 滝川市の公の施設の赤平市民の利用について 

 

２ 審査の経過 

３月13日、16日、17日、18日、の４日間にわたり、慎重な審査を行った。 

 

３ 審査の結果 

議案第１号については、委員長を除く委員８名により採決した結果、賛成多数で原案 

  のとおり可とすべきものと決した。議案第 13号から第15号まで、第 18号から第24 

  号まで、第26号から第28号まで、第31号から第35まで及び第40号の19件につい 

  ては全会一致で、いずれも原案のとおり可とすべきものと決した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記記載のとおり相違ない。  第１予算審査特別委員長 窪之内 美知代 印 
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第１予算審査特別委員会（第１日目） 4 

H27.3.13 (金)10：00～ 5 

第 二 委 員 会 室 6 

開  会  ９：５９ 7 

委員長挨拶 8 

委 員 長 おはようございます。第１予算審査特別委員会の委員長を務めさせていただき 9 

ます窪之内です。副委員長の三上委員です。よろしくお願いします。私は、20 10 

年間議員をしていますが、予算委員会の委員長は初めてで、いろいろと不手際 11 

もあることと思いますが、一生懸命やりたいと思います。今回は、骨格予算と 12 

いうことですけれども、体に例えると骨格というのはその後の肉づけにとって 13 

は本当に大事な骨格予算なわけですから、そうした意味で委員の皆さんもその 14 

骨格の本質をわきまえた質疑をぜひしていただきたいと思います。また、答弁 15 

者の皆さんには、委員の皆さんの真意を酌み取った形で簡潔に答弁をお願いし 16 

たいと思います。これから予算委員会の間、皆さん、よろしくお願いします。 17 

 ただいまより第１予算審査特別委員会を開会いたします。 18 

 委員動静報告 19 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 20 

 北海道新聞社の傍聴を許可しております。 21 

 これより本日の会議を開きます。 22 

 本委員会に付託されました事件は、 23 

 議案第１号 平成27年度滝川市一般会計予算 24 

 議案第13号 滝川市農政部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特 25 

       例に関する条例 26 

 議案第14号 滝川市教育委員会教育部の公の施設の指定管理者の指定に係る管 27 

       理期間の特例に関する条例 28 

 議案第15号 滝川市における子ども・子育て支援法第87条の規定に基づく過料 29 

       に関する条例 30 

 議案第18号 滝川市行政手続条例の一部を改正する条例 31 

 議案第19号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及 32 

       び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を 33 

       改正する条例 34 

 議案第20号 特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 35 

 議案第21号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 36 

 議案第22号 滝川市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例 37 

 議案第23号 滝川市文化センター条例の一部を改正する条例 38 

 議案第24号 滝川市青年体育センター条例の一部を改正する条例 39 

 議案第26号 滝川市民福祉条例等の一部を改正する条例 40 

 議案第27号 滝川市立保育所条例の一部を改正する条例 41 

 議案第28号 滝川市空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 42 

 議案第31号 滝川市サイクリングターミナル条例を廃止する条例 43 

 議案第32号 滝川市保育の実施に関する条例を廃止する条例 44 

 議案第33号 公の施設の指定管理者の指定について（軽費老人ホーム） 45 

 議案第34号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水 46 

       上公園の一部） 47 
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 議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（スポーツセンター） 48 

 議案第40号 滝川市の公の施設の赤平市民の利用について 49 

 以上の20件となっております。 50 

 なお、議案関連のうち、第21号及び第40号は歳入関連、それ以外の議案17件は 51 

歳出関連でありますので、ご留意願います。 52 

 次に、審査の方法について協議いたします。 53 

 まず、日程についてですが、配付されております別紙日程表に基づいて進める 54 

こととし、終了時間については遅くとも午後４時をめどとして取り進めること 55 

でよろしいですか。 56 

（異議なしの声あり） 57 

委 員 長 異議なしと認めます。 58 

 よって、そのように決定いたします。 59 

 次に、審査の進め方について協議いたします。 60 

 まず、審査の進め方ですが、歳出は款別に、歳入は一括して説明を受けた後、 61 

それぞれ関連議案を含めて質疑を行うものとし、討論、採決については最終日 62 

に行うことでよろしいですか。 63 

（異議なしの声あり） 64 

委 員 長 そのように決定いたします。 65 

 なお、意見は討論の際に述べていただくことになっておりますので、質疑は簡 66 

潔に行っていただき、特に付託事件以外の質疑は行わないようにご留意願いま 67 

す。 68 

 また、答弁については、部課長に限らず、内容を知り得る方で原則係長職以上 69 

の方が行ってください。なお、氏名、職名等を告げられないで答弁の許可を得 70 

た場合は、所属、職名、氏名を述べてから答弁してください。 71 

 次に、市長に対する総括質疑は審査日程の最終日に予定しておりますが、審査 72 

の過程で特に留保したものに限ることでよろしいですか。 73 

（異議なしの声あり） 74 

委 員 長 そのように決定いたします。 75 

 次に、討論ですが、付託されております20件の議案について一括して各会派の 76 

代表の方等に行ってもらうこととし、その順番は市民クラブ、新政会、公明党、 77 

清水委員の順とすることでよろしいですか。 78 

（異議なしの声あり） 79 

委 員 長 そのように決定いたします。 80 

 なお、各会派等から出されました討論要旨につきましては、後日事務局で一括 81 

整理し、議員にのみ印刷配付することになっておりますので、ご了承願います。 82 

 最後に、資料要求の関係でお諮りいたしますが、予定される資料につきまして 83 

はお手元に配付されております。これ以外の関係で資料要求される方は、その 84 

都度要求を願い、その必要性を会議に諮り、所管部局の都合を確認した上で決 85 

定いたしたいと思いますが、それでよろしいですか。 86 

（異議なしの声あり） 87 

委 員 長 そのように決定いたします。 88 

 それではまず、冒頭に資料要求をされる方はいませんか。 89 

清  水 起債残高見込みについて、市債の現在高、平成27年度末の見込みは172億3,196 90 

万円で、臨時財政対策債約69億円を除くと102億円余りと。27年度の予算は、い 91 
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かに基金を残すか、起債残高がどの程度のハイペースで減額するかということ 92 

がポイントとして組まれたと思いますが、そこで平成32年度末、また37年度末 93 

の見込みを表で資料要求したいと思います。内容は、28年度以降の新たな起債 94 

分を除いて、まず一般会計市債現在高、臨時財政対策債を除く現在高、そして 95 

交付税措置を除く現在高、３つの形でそれぞれ５年後、10年後の起債残高見込 96 

みの表を資料要求したいと思います。 97 

委 員 長 清水委員から資料要求がありました。所管部局は、資料を用意することは可能 98 

ですか。 99 

高橋課長 平成32年度末及び37年度末をあくまでも試算ということの考え方で、資料の提 100 

出は可能でございます。 101 

委 員 長 資料の提出は可能ということですが、清水委員からの資料要求について、本委 102 

員会として要求することに異議ありませんか。 103 

（異議なしの声あり） 104 

委 員 長 それでは、所管におかれましては、資料の提出をお願します。 105 

 ほかに資料要求ございますか。 106 

渡  邊 平成27年度予算で要する経費において、事業を廃止した項目と総体の金額と成 107 

果があり、なしの基準について伺います。 108 

 もう一点、平成27年度で新規事業になる部分、これも予算総額と決定に至った 109 

部分のものがあれば資料を要求したいと思います。 110 

委 員 長 所管部局は、２点についてですけれども、資料は用意できますか。 111 

高橋課長 廃止をした部分については、若干お時間をいただきたいと思いまして、来週月 112 

曜日までということでお願いしたいと思います。 113 

 それと、新規事業につきましては、記者発表資料の中に新規という形で明示さ 114 

れておりますけれども、それを抜き出して別紙にする必要があるのかどうかと 115 

いうことと、廃止事業の成果という部分も廃止した事業と金額という部分は出 116 

せますけれども、成果については時間的に非常に難しいと考えております。 117 

委 員 長 所管から説明がありましたが、渡邊委員、いかがですか。 118 

渡  邊 ずっと行っている事業でその廃止に至った経緯というのは、確かに厳しい予算 119 

という中で事業も見直しを図っているというのは理解します。であれば、廃止 120 

事業の項目と総体の金額ということでお願いしたいと思います。 121 

委 員 長 新規の事業については必要ないということでよろしいですか。 122 

渡  邊 確認しますが、新規事業の全てを予算大綱のほうで網羅されていますか。 123 

高橋課長 全てというと、全てではないと申し上げるしかないのですけれども、主なもの 124 

はほとんど掲載させていただいているところでございます。 125 

渡  邊 新規事業については必要ありません。 126 

委 員 長 それでは、所管部局では廃止事業についての総体金額、事業名について資料を 127 

用意できるということですが、渡邊委員からの資料要求について、本委員会と 128 

して要求することに異議ありませんか。 129 

（異議なしの声あり） 130 

委 員 長 それでは、所管におかれましては、資料の提出をお願いします。 131 

 ほかに資料要求ございますか。 132 

（なしの声あり） 133 

委 員 長 それでは、なしと確認いたします。 134 

         以上で、審査方法についての協議を終了し、早速審査に入りたいと思いますが、 135 
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よろしいですか。 136 

（異議なしの声あり） 137 

 それでは、日程に従いまして審査を進めることにいたします。 138 

 総括 139 

委 員 長 最初に、総括についての説明を求めます。 140 

山﨑部長 （総括について説明する。） 141 

委 員 長 説明が終わりました。 142 

 これより質疑に入りますが、冒頭決定したとおり、審査は款別に進めることに 143 

なりますので、総括は款別にわたらないように質疑をお願いいたします。 144 

質疑ございますか。 145 

清  水 まず、電気料金が各款にわたりますが、北電のほかに電気の購入可能先はある 146 

と思うのですけれども、どのような先があるのか。また、単価比較などをした 147 

経過について伺います。 148 

 次に、清掃委託、管理委託の発注労務単価について、まず基準です。この労務 149 

単価の基準をどのようにしているか。２点目は、道の平成25年度の建設労務単 150 

価引き上げを札幌市などは清掃委託等にも取り入れておりますが、当市は恐ら 151 

く取り入れるというよりは、それよりも積算単価が高いのだという答弁がされ 152 

ておりましたが、新年度はどのようになっているか、どのような積算をするの 153 

か。３点目は、発注に対する賃金増の依頼、報告を求めるなどの計画について 154 

伺います。 155 

 ３点目は、市税滞納等によるサービス停止対象者ですが、これも市税の種類に 156 

よって幾つかの款に分かれると思いますが、サービス停止対象者を滞納種別に 157 

人数、事業所数で伺います。 158 

 ４点目、市の臨時職員採用についてですが、障がい者枠、新卒者枠、そして勤 159 

続年数１年未満、１年以上５年未満、５年以上で伺います。 160 

 ５点目、定住自立圏の共生ビジョンで定住自立圏形成協定に基づき推進する具 161 

体的な取り組みが整理されておりますが、予算にどのように反映しているのか、 162 

例を示して説明をお願いします。 163 

 次に第三セクターへの貸付金を減らす目的を含めて第三セクターから購入する 164 

財産はあるのか。また、あればその内容について伺います。 165 

 次は、全会計の職員、嘱託職員、臨時職員の各総数の前年度比較について伺い 166 

ます。 167 

 次は、嘱託職員、臨時的任用職員の給与や単価で前年度と違う点があれば、そ 168 

の主な内容について伺います。 169 

 ふるさと納税についてですが、まず寄附をどの程度見込んだのか、控除額はど 170 

の程度見込んだのか、プレゼント品の総額については予算書の総務費で出てお 171 

りますけれども、各見込み額について伺います。その２点目として、ふるさと 172 

納税は当市にとって財政的にどの程度のプラスと考えているのか伺います。 173 

 最後は、各種保険料ということで、それぞれの款でいろんな保険料を払ってい 174 

ると思うのですが、主なもの、３種類の保険の金額を伺います。 175 

高橋課長 １点目の電気料金についてのご質疑にお答えをしたいと思います。 176 

 まず、滝川市は本年度、平成27、28年度の入札参加資格申請の受け付けの項目 177 

に電力調達を加えたところでございます。この電力調達の登録については、３ 178 

社が登録されました。ご質疑の北電以外ということで、北電も登録したという 179 
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ことでございますが、登録した会社は株式会社エネットと伊藤忠エネクス株式 180 

会社の２社でございます。 181 

 それから、２点目の単価比較等の経過ということでございますが、昨年度特定 182 

規模電気事業者、いわゆる新電力、ＰＰＳのほうから見積もりを徴取しており 183 

ます。電力契約が高圧業務用の直営施設14カ所における現在の年間電力料金か 184 

らの削減見積金額は170万円程度となっております。 185 

 なお、新年度にはこの調達条件を検討、整理した上で電力購入の入札を実施し 186 

たいと考えております。 187 

遠藤係長 清掃委託、管理委託の発注労務単価についてご答弁いたします。 188 

 まず、基準は何かということと札幌市などでは取り入れたが、本市はというこ 189 

とですが、設計の積算につきましては基本的に各所管課の責任において行って 190 

いるものですが、滝川市では清掃ですとか役務提供型の業務につきましては最 191 

低賃金法による労務者の賃金をもとに社会保険料等を加味して設計していると 192 

ころでありまして、札幌市が採用していると思われます建築保全業務の労務単 193 

価とは基本的に別のものを使用しておりますが、最低賃金が上がっております 194 

ので、その分は加味しております。 195 

 次に、発注先に対する賃金増の報告などを求める計画ということですが、人件 196 

費につきましては先ほど申し上げたとおり社会保険や福利厚生費なども含めて 197 

適切な積算を心がけております。また、民間の賃金水準につきましては、あく 198 

までも企業において決定されるものと認識しておりますので、滝川市としての 199 

賃上げの要求や報告を求めるなどの予定は現在のところございません。 200 

越前課長補佐 税務課としては、滝川市税の滞納者に対する行政サービスの制限に関する基準 201 

の第４条の２についての部分しか把握しておらず、あくまで個人に対する制限 202 

であり、事業所に対する制限は含みませんが、その部分のみお答えさせていた 203 

だきたいと思います。平成25年度実績としては、ごみ袋の支給関係として５件、 204 

私立幼稚園就園奨励費補助金として７件となっております。 205 

小畑課長補佐 市の臨時職員の採用について、まず、１点目、障がい者枠でありますけれども、 206 

これは臨時職員ということに限定したものではございませんが、正規、非正規 207 

を含めてということで、現在実人数として11名の障がいのある者が在籍してお 208 

ります。これによりまして法定雇用率2.3パーセントを満たしているという状況 209 

にございます。この11名を確保いたしまして予算上は予備で１名ということで、 210 

合計で12名分を見ているというところでございます。 211 

 それから、新卒者枠につきましては、昨年一人の枠を持ちまして募集をかけた 212 

のですけれども、市内の高校を中心に就職率が好調であったということで応募 213 

がございませんでした。その状況を受けまして今年度も特に市内の３つの高校 214 

については、就職率が依然として好調であるという状況を見まして、来年度に 215 

ついては新卒者枠についてはゼロということにしております。 216 

 それから、臨時職員の勤続年数ですけれども、現在在籍しております109名の内 217 

訳でありますが、１年未満の者が44人、１年から５年の者が42人、５年以上の 218 

者が23人ということでございます。基本的には、一般事務については３年以内 219 

で運用させていただいておりまして、特殊な資格を持っている職員で、かえが 220 

たいという職員についてはそれより長い期間での運用とさせていただいており 221 

ます。 222 

 それから、全会計の職員、嘱託職員、臨時職員の各総数の前年度比較というこ 223 
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とでございますけれども、平成27年度につきましては26年度と比較しまして、 224 

これは全会計、病院も含めてですけれども、全体で1,218人という人数について 225 

は変更ございません。その内訳としまして、正規職員についてはマイナス４人、 226 

嘱託職員についてはプラス７人、臨時的任用職員についてもマイナス３人とい 227 

うことで、1,218人は変わりありません。 228 

 それから、嘱託、臨時職員の報酬、賃金の前年度と違う点ということでござい 229 

ますけれども、まず嘱託職員の報酬につきましては職員、正規職員の給料表を 230 

ベースに作成しておりまして、昨年の人事院勧告の中で職員の給料が７年ぶり 231 

にプラスの改定になったことを受けまして、それに基づいて多くの職種で引き 232 

上げをさせていただいております。例えば嘱託事務員で月額14万8,000円のとこ 233 

ろ14万9,900円、1.3パーセント程度のアップというところで整理をさせていた 234 

だいております。 235 

 また、臨時的任用職員の賃金単価ですけれども、最低賃金が14円上がったこと 236 

ですとか、今申し上げた職員の給与改定があったというところを踏まえまして、 237 

多くの職種で10円程度のアップ、一般事務員については760円の時給単価を770 238 

円としたところでございます。 239 

安田主査 定住自立圏につきまして答弁させていただきます。 240 

 平成26年11月の共生ビジョン策定に当たりましては、既に連携しております既 241 

存事業を中心に策定したところですけれども、中心市がまとめて予算を持って 242 

いるというわけではなく、各市町における事業実施の所管課において予算化し 243 

ております。例えば共生ビジョンの病院群輪番制運営事業につきましては、予 244 

算書の95ページの保健衛生対策に要する経費の中で病院群輪番制運営事業負担 245 

金として計上しております。また、共生ビジョンの消費生活相談の広域対応に 246 

つきましては、予算書の67ページの消費者対策に要する経費のその他諸費に委 247 

託料として含まれているというように、各経費において計上しているところで 248 

ございます。 249 

 なお、共生ビジョンにつきましては、平成26年10月の見込み額を記載しており 250 

ますので、27年度以降につきましては26年10月時点の予定額もしくは事業内容 251 

や規模が前年度と同程度と見込まれる場合には前年度と同額を記載しておりま 252 

すので、金額が一致しない場合がありますことを申し添えいたします。 253 

高橋課長 ６点目の第三セクターから購入する財産はあるのかというご質疑でございます 254 

けれども、現在のところ第三セクターの所有する財産で市が活用を予定してい 255 

るものがないということでございますので、購入の予定はございません。 256 

原田主査 ふるさと納税について、まず、寄附額、予算として1,000万円を計上させていた 257 

だいております。また、ふるさと納税の控除額推定についてでございますが、 258 

ふるさと納税をしていただいた方が住んでいる市町村で受けるものでございま 259 

す。一般的に申しますと、寄附金のうち2,000円を超える部分につきましては一 260 

定の上限まで控除されるものでございます。これにつきましては、非課税の方 261 

は対象外ですし、寄附する人の収入や家族構成に応じて変わるので、ご承知お 262 

きください。 263 

 さらに、プレゼント品の総額の見込み額ということですけれども、特産品の返 264 

礼の予算につきましては300万円、そのほか郵送料に164万9,000円を見込んで計 265 

上させていただいております。 266 

 次に、ふるさと納税は当市にとって財政時にどの程度のプラスになるのかとい 267 
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うことのご質疑に対してお答えさせていただきます。先ほど申しました寄附の 268 

控除はふるさと納税をしていただいた方が住んでいる市町村で受けるものです 269 

ので、それを除きお答えさせていただきますが、予算上歳入で1,000万円、歳出 270 

事業費で571万7,000円を見ておりますので、428万3,000円のプラスと考えてお 271 

ります。また、滝川ならではの特産品の返礼として扱わさせていただきますの 272 

で、市内業者さんの販売ルートに新たなツールとして加わることで販路拡大に 273 

つながり、販売増による産業振興を期待しているところでございます。 274 

堀課長補佐 保険料についてお答えをさせていただきます。 275 

 金額の大きいものから３つ、お答えさせていただきます。まず、科目が教育費、 276 

小学校費になりますが、児童生徒のけがなどに対応するため日本スポーツ振興 277 

センター納付金、これが177万円、次に同じく教育費の高等学校費になりますが、 278 

こちらのほうも同じく日本スポーツ振興センター納付金、これが156万5,000円、 279 

３番目に総務費、総務管理費、財産管理費になりますが、公共施設の建物の保 280 

険、これが126万8,000円です。 281 

清  水 まず、職員、嘱託職員、臨時職員の各総数はわかったのですが、平成26年度が 282 

何人で27年度が何人かという内訳を伺います。 283 

 ２点目は、清掃委託、管理委託の労務単価の基準ですが、最低賃金法と社会保 284 

険料ということでいうと、札幌市の二十数パーセントアップさせたというもの 285 

に対して、滝川市が高いというように今まで答弁されていたのですけれども、 286 

果たしてそうなのかという疑問が少し湧いたのですが、そういう点でお伺いを 287 

したいと思います。 288 

 ふるさと納税については、控除額というのは滝川市民がほかの自治体にふるさ 289 

と納税する場合に滝川市税を納入するときの控除がふえる金額を聞いたわけで 290 

す。要するに滝川にとって収入減になるということでお聞きしましたので、そ 291 

の金額、見込みをお伺いしたいと思います。 292 

 保険料について、交通事故については意外と保険料が低いのだなと思ったので 293 

すが、126万円以下と。専決処分で１年間足したら恐らく100万円は優に超えて 294 

いるのではないかと思うのです。だから、保険料よりも事故のときの支払いの 295 

ほうが多い保険というのはすごくいい保険だなと思うので、車両にかかわる保 296 

険料の総額、どういう保険で総額は幾らかということでお伺いします。 297 

小畑課長補佐 正規職員、嘱託職員、臨時職員の内訳について、まず、平成26年度の人数でご 298 

ざいますが、総数1,218人の内訳ですけれども、正規職員が740人、嘱託職員が 299 

231人、臨時的任用職員が247人でございます。それから、平成27年度総数1,218 300 

人は変わりませんけれども、正規職員は736人、嘱託職員は238人、臨時的任用 301 

職員は244人という内訳でございます。 302 

遠藤係長 清掃委託、管理委託の労務単価について、札幌市で二十数パーセントほど上が 303 

っているということですが、それについては承知していないのですが、労務単 304 

価につきましては平成26年度から27年度で４パーセントほど上がっていると認 305 

識しています。滝川市の積算におきましては、建設工事等の北海道の歩掛かり 306 

があるものについては、基本的に道の歩掛かりを準用するということで運用し 307 

ておりますが、それ以外の業務につきましては発注者の責任におきまして適切 308 

な積算を行うように心がけております。 309 

半井課長補佐 ふるさと納税の控除額の関係についてお答えさせていただきます。 310 

 平成26年度の実績でお答えさせていただきたいと思いますけれども、地方自治 311 
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体への寄附を行った対象者が16件で、その控除額につきましてはおよそ57万円 312 

となっております。 313 

松本係長 自動車保険について、お答えさせていただきます。 314 

 保険の内容といたしましては、１事故対物賠償が500万円、対人賠償は無制限と 315 

いう内容になっております。件数としまして平成26年度２月末現在の事故でい 316 

きますと、総務費におきまして事故で車両保険を使用して修理した分が５件、 317 

総額41万9,560円、損害賠償として相手方にお支払いされた保険の対応分としま 318 

して２件、46万2,063円となっております。また、保険料につきましては、平成 319 

27年度は総務費として合計として30台、53万1,474円となっております。 320 

清  水 今のご答弁はわかったのですが、１点、再質疑を忘れたものがありますが、質 321 

疑してよろしいですか。 322 

委 員 長     質疑を認めます。 323 

清  水     ５点目の定住自立圏ですが、共生ビジョンに基づく予算の増額、つまり定住自 324 

立圏の協定をしていなければ増額がないものが何件かあると受け取ったのです 325 

が、そういうことで確認していいのか伺います。 326 

稲井課長補佐 定住自立圏の共生ビジョンに基づいて、その前段にあります協定の範囲で予算 327 

の増額ということのご質疑でありますけれども、既存事業については先ほど説 328 

明をさせていただいたとおりです。例えば新たにこれから事業をやる場合、予 329 

算が発生するという事業が出た場合においては、まずは協定の範囲内でなけれ 330 

ば予算計上ということはできないということになりますし、協定の範囲を超え 331 

るものを新たに起こすということになりますと、協定の議決を経て、その後に 332 

共生ビジョンの改定を行って予算の増額の計上をしていくという形になろうか 333 

と思います。 334 

清  水 共生ビジョンの中に入っている既存事業費は予算に計上されているけれども、 335 

それは定住自立圏協定によってその事業が拡大されたりして予算増になってい 336 

るというものではないというようなご答弁だったように思うので、それを確認 337 

したい。 338 

 ２点目は、共生ビジョンに基づく事業の拡大とか、共生ビジョンの範囲内であ 339 

れば新たな議決は要らないわけで、今回そういう拡大による予算増は含まれて 340 

いるのかということでお伺いします。 341 

稲井課長補佐 今回の当初予算の計上におきましては、事業の拡大部分の計上はございません。 342 

今後さまざま推進会議ですとか、部会ですとか、共生ビジョン懇談会ですとか、 343 

そういった経過を経ながら検討を引き続き進めていくということになってござ 344 

います。 345 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 346 

山  口 全予算で燃料費の積算価格は幾らですか。 347 

堀課長補佐 まず、Ａ重油、１回供給１万2,000リッター以上で66円、同じくＡ重油、6,000 348 

リットル以上で69円、同じくＡ重油、6,000リットル未満で72円、軽油が102円、 349 

灯油、１回供給1,000リットル以上で66円50銭、同じく灯油、1,000リットル未 350 

満、ホームタンクで68円、灯油の小口が69円50銭の金額で積算しております。 351 

山  口 ガソリンについてもお願いします。 352 

堀課長補佐 ガソリン、レギュラーで１リットル118円になります。金額は、いずれも税抜き 353 

の金額でございます。 354 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 355 
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（なしの声あり） 356 

委 員 長 それでは、以上で総括の質疑を終結いたします。 357 

 それでは、款別の審査に入ります。 358 

 議会費 359 

委 員 長 議会費の説明を求めます。 360 

菊井事務局長 （議会費について説明する。） 361 

委 員 長 説明が終わりました。 362 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 363 

（なしの声あり） 364 

委 員 長 それでは、質疑がないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいで 365 

すか。 366 

（異議なしの声あり） 367 

委 員 長 そのように確認いたします。 368 

 以上で議会費の質疑を終結いたします。 369 

 総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費 370 

委 員 長 総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費を一括して説明を求めま 371 

す。 372 

山﨑部長 （総務費のうち総務部が所管する部分、一部他の所管の部分も含めて増減の主 373 

なものについて説明する。消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費につい 374 

て増減の主なものなどを説明する。） 375 

樋郡部長 （総務費のうち市民生活部に関連する予算について説明する。） 376 

委 員 長 説明が終わりました。 377 

 これより関連議案第18号、第20号及び第28号を含めて一括質疑に入ります。 378 

質疑ございますか。 379 

清  水 61ページの国際交流事業に要する経費の中の滝川国際交流協会補助金、345万円 380 

の財源内訳ということで、全額一般財源か、それとも交付金等があるのか伺い 381 

ます。 382 

 ２点目は、外国青年招致事業の財源内訳について伺います。 383 

 ３点目、自治体職員協力交流事業で、今のご説明ではここの中にモンゴルの職 384 

員の受け入れが入っているというご説明だったと思いますが、まず研修事業実 385 

施委託の委託先及び委託内容について伺います。そして、２点目として、これ 386 

までもそうだったということでしょうが、モンゴルの職員との交流、これが自 387 

治体職員協力というのは、一般的には外国ですから名称と内容がなじまないの 388 

かなと思うのですが、そこについて伺います。 389 

 次は、ふるさと納税ですが、業務委託料の内容と効果の見込みと。先ほど来の 390 

ご答弁でふるさと納税については、1,000万円の寄附を見込んで371万円の財源 391 

がふえると。歳入がふえるということですが、これをここでいう納税推進に要 392 

する経費で、そういう経費をかければかけるほどせっかく寄附してくれたお金 393 

が歳入でなくなってくると。地域物産の、地元物産の拡販等につながるという 394 

メリットはもちろんわかるのですけれども、ふるさと納税推進というのはやは 395 

り地方の財源対策という意味合いも強くあるのかなと思いますので、考え方に 396 

ついて伺います。 397 

 次は、67ページ、空き家等の対策で、まず対象戸数、連絡がとれていないなど 398 

対策が困難な事例の戸数、公的な対応が必要な事例について、それから不動産 399 
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業や建築士的な対応が必要な事例について伺います。 400 

 次に、空家等危険防止補修工事費84万1,000円の概要について伺います。 401 

 69ページ、まちづくりセンターみんくるですが、階段の照明が暗いですが、公 402 

共施設の階段のスイッチを利用者個々に任せるのはいかがなものかと。センサ 403 

ーつきというのが最も適しているのではないかと思うのですが、これまでも検 404 

討されたとは思いますが、経過について伺います。 405 

 次に、公衆無線ＬＡＮの維持経費について伺います。 406 

 次、67ページ、街路灯設置費補助金です。街路灯３種類の割合は、平成28年度 407 

末までにＬＥＤ灯40本、ナトリウム灯45本、水銀灯15本という目標を設定され 408 

ておりますが、ナトリウム灯からＬＥＤ灯、また水銀灯からＬＥＤ灯にする場 409 

合の電気料金、定額制の場合の差は、１灯当たりどれぐらいの差が出るのか。 410 

代表的なもので結構です。また、何年で設備代の元が取れるのかということで 411 

伺います。２点目は、ナトリウム灯からＬＥＤ灯にかえたいという申請も上が 412 

ってきているのではないかと思いますが、どの程度あるのか、また設置費を補 413 

助した実績について伺います。次に、水銀灯が15パーセント残るのですが、こ 414 

れについてどうしても水銀灯でいきたいというところがあるというように聞い 415 

ておりますが、対策について伺います。４点目は、市の電気料金負担は平成29 416 

年度以降どのように推移すると見込んで27年度予算を組んだのかということで 417 

伺います。５点目として設置費補助金及び維持費補助金の財源ですが、全額一 418 

般財源なのか、交付金が一部あるのか、また一般財源の中の交付税措置分を伺 419 

います。 420 

 それと、通告していないのですけれども、73ページで市議会議員及び市長選挙 421 

の執行に要する経費で２点伺いたいのですが、１点目は高齢者、障がい者等椅 422 

子に腰をかけながらでないと靴を履きかえられないという方がたくさんいらっ 423 

しゃるのですが、玄関が一緒なので、なかなか落ちついて椅子に座ってという 424 

ことができないのです。だから、玄関を２つに分けれるのであれば、玄関を１ 425 

つはそういった椅子を置いておいてゆっくり履きかえてくださいというような 426 

玄関のあり方について考えを伺いたいと思います。２点目は、車椅子ですけれ 427 

ども、これも車からおりて会場にある車椅子に乗ろうというときに車椅子が折 428 

り畳んであったり、なかなか探しづらかったりすることもあるようなのですが、 429 

明らかにそこに車椅子があって、しかも、そこに広げてあり、すぐ使えるよう 430 

な状態で投票を行うべきだと思うのですが、考えを伺います。 431 

山内課長 滝川国際交流協会補助金345万円の財源は全額一般財源かと。全額一般財源でご 432 

ざいますが、これまで先達の皆様が一生懸命ためていただいた国際交流基金か 433 

ら繰り入れさせていただいてございます。 434 

 それから、２点目、外国青年招致事業の財源ですが、こちらは普通交付税にな 435 

ってございます。 436 

 それから、３点目の職員協力交流事業ですけれども、こちらにつきましては総 437 

務省の外郭団体でございます一般財団法人自治体国際化協会、通称ＣＬＡＩＲ 438 

という団体がございまして、こちらのほうの事業を活用しての研修員受け入れ 439 

でございますので、この名称を使わせていただいてございます。 440 

原田主査 ふるさと納税の推進につきまして、業務委託料の内容と効果見込みについてお 441 

答えさせていただきます。 442 

 こちらの業務委託につきましては、寄附金の９パーセント、90万円を見込ませ 443 
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ていただいております。その内容につきましては、ふるさと納税のポータルサ 444 

イトの取り扱い、名簿管理、商品の取りまとめ、商品発送、さらにはクレーム 445 

処理などの業務の委託でございまして、お礼状や受領書、ニュースレター、宣 446 

伝チラシ、こちらの発送業務につきましては含まれておりません。効果につき 447 

ましては、今後できるだけ市の特産品をラインアップしたいと考えております。 448 

これを前提に考えまして、かなり複雑化する商品を取りまとめ、食べ物の安全 449 

性も考慮しながら素早く発送処理などをしなければならないため、ノウハウの 450 

ある業者にスムーズに処理してもらうことは寄附者へのサービス全般に関して 451 

非常に効果があるものだと考えております。また、少しでも多くの方に滝川市 452 

へ寄附していただくためにも、閲覧数の非常に高いポータルサイトに掲載した 453 

上で、クレジット納付が可能となり、歳入増の効果も期待しているところでご 454 

ざいます。 455 

原田課長補佐 空き家対策について、１点目、空き家等の適正管理の対象戸数についてですが、 456 

現在まで延べ65件を危険空き家として認定しておりまして、うち33件につきま 457 

しては解体または修繕により解決済みです。残り32件のうち20件につきまして 458 

は、修繕、解体の意思表示をしてもらったもの、12件が未解決となります。 459 

 次に、連絡がとれないなど、対策が困難な事例についてということですが、交 460 

渉が困難な案件は数件抱えておりますけれども、登記簿など公的な情報のほか 461 

現在建物を管理している身内の方がいないかなど近所から聞き取るなどして、 462 

ありとあらゆる方法を用いて交渉の突破口を継続して調査しているところです。 463 

 ３点目、法的対応が必要な事例についてということですけれども、法的対応を 464 

必要とした事例は現在のところありませんが、そういった事例が生じた場合に 465 

は弁護士等の助言を受けながら慎重に対応してまいります。 466 

 ４点目、不動産業、建築士的な対応が必要な事例について、業者の紹介ですと 467 

か傷みの程度、危険性の程度把握についてということですけれども、まず業者 468 

の紹介について、例えば解体の意向のある方に対しては希望がある場合には市 469 

のホームページなどで公表されています競争入札参加資格のある業者を参考ま 470 

でに紹介した事例はあります。専門的な見解の必要性ということについてです 471 

けれども、現在も建築住宅課などの関係所管と連携しながら対応しているとこ 472 

ろですし、弁護士からのアドバイスをもとに対応しております。建築にかかわ 473 

る専門的な見解が必要がある場合には、必要に応じて建築士など外部有識者か 474 

らのアドバイスをいただきながら取り進めてまいります。 475 

 次に、補修工事費84万1,000円の概要ですけれども、２件分の工事費を計上した 476 

ものです。内容につきましては、２件とも倒壊の危険がある建物の倒壊防止工 477 

事になります。現在抱えている案件のうち、建物自体の危険度や周辺環境を総 478 

合的に見て優先順位をつけて実施していきたいとするものですが、物件の状況 479 

は絶えず変化していくことから、その時々の状況に応じて臨機応変に最善の対 480 

策をとっていきたいと思っております。 481 

高橋課長 先ほど、原田主査から答弁がありましたふるさと納税についてでございますが、 482 

経費をかけるほど歳入がなくなるのではないかというご質疑について、私ども 483 

のふるさと納税の考え方としては、寄附額の半分以下で全ての経費を賄う、発 484 

送料等の事務費等も含めて、そういう考え方をとらさせていただいております。 485 

 それと、ふるさと納税を取り巻く状況でございますが、国が寄附控除の優遇を 486 

さらに行うというようなこともありますので、この状況の中でやはりふるさと 487 
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納税に取り組んでいく必要性が非常に高いと判断しております。また、国から 488 

は技術的助言として還元率ですとか、金額が高い、幾ら相当の金額ですとかと 489 

いうことを表示してはいけないという通達も出ております。そういうあおるよ 490 

うなことを進めるようなことは、ないように取り計らってほしいという国から 491 

の通達もございますので、私どもとしてはその範囲の中で進めていきたいし、 492 

先ほど清水委員のおっしゃられたように地場産品の振興、そして少しでも滝川 493 

の産品を寄附された方にご紹介することによって、その産品を後ほど寄附以外 494 

でもご購入いただけるようなことになるようなことも考えておりますので、こ 495 

のような形の中で歳入確保と地場産品の振興という両面で進めていきたいと考 496 

えております。 497 

越前副所長 階段の照明について、センサーつきを検討しているかということですが、現在 498 

階段室は利用頻度が少ないことと節電のため、消灯している状況です。センサ 499 

ーつき照明に切りかえるには、５階までの各階にセンサーの設置が必要で、費 500 

用も高額になることから、引き続き利用されるお客様に点灯、消灯のご協力を 501 

お願いしたいと考えております。このためスイッチの場所をわかりやすくする 502 

ために、階段室に出入りするドアにスイッチの案内と消灯の協力願いの表示を 503 

したところです。 504 

 次に、無線公衆ＬＡＮの維持経費についてですが、毎月かかる経費としては無 505 

線、有線にかかわらずかかるものになりますが、市民用インターネット専用回 506 

線としてフレッツ光利用料が5,616円とプロバイダー利用料が2,865円の合計 507 

8,481円となっています。 508 

横山課長補佐 街路灯について、５点質疑いただいたのですが、事前に口頭で通告をいただい 509 

たのが１点のみですので、２点目以降、若干お答えできる材料を持ち合わせて 510 

いないものもございますので、あらかじめご承知願いたいと思います。 511 

 まず、１点目でございます。水銀灯からＬＥＤ灯、それからナトリウム灯から 512 

ＬＥＤ灯に切りかえをした場合の電気料金の差、それからそれを何年で元が取 513 

れるのかというご質疑でございますけれども、まず試算の前提といたしまして 514 

現時点における電気料金をベースとして、また工事費については最大の事例、 515 

これのケースでお答えしたいと思います。まず、100ワット水銀灯から20ワット 516 

のＬＥＤ化への切りかえにつきましては、電気料の効果額としては約5,746円、 517 

これは何年で元が取れるかといいますと約３年と考えてございます。60ワット 518 

ナトリウム灯から20ワットのＬＥＤ灯への切りかえにつきましては、電気料の 519 

差額といたしまして約2,873円、年間の額でございますけれども、元が取れるの 520 

は約６年弱で工事費の町内会等負担分の投資が回収できると試算しております。 521 

しかしながら、電気料値上げ前のＬＥＤ灯の切りかえを始めました平成25年時 522 

点におきましては、100ワット水銀灯から20ワットＬＥＤ灯への切りかえは５年 523 

弱、60ワットナトリウム灯から20ワットのＬＥＤ灯への切りかえは10年弱回収 524 

まで期間を要すると見込んでおりました。今後におきましても国で進めており 525 

ます電気料金の全面自由化ですとか北電の取り組み等、料金の変動の可能性が 526 

かなりあるということも想定に置きまして、町内会等に損をさせることのない 527 

ようじっくり状況を見きわめながら、まずは市としては平成28年度末のＬＥＤ 528 

化率40パーセント、省電力等の占有率が85パーセント、これを目指してより効 529 

果の大きい部分について地域と相談させていただきながら取り組んでいきたい 530 

と考えてございます。 531 
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 ２点目、ナトリウム灯からＬＥＤ灯へ切りかえたいという申請の件数はどうな 532 

っているのかというご質疑でございますけれども、申しわけございませんが、 533 

手元に資料を持ち合わせてございません。今のところは若干数であったと記憶 534 

してございます。 535 

 ３点目、水銀灯について、先ほど申しました目指す目標が平成28年度末に85パ 536 

ーセントということで、100パーセントでない。残り15パーセントの部分、どう 537 

していきたいのかというご質疑かと思います。残りの15パーセントにつきまし 538 

ては、これまで長い間かけてナトリウム化、それからＬＥＤ化の効果をお知ら 539 

せするなどして取り組みをお願いしてまいりました。しかしながら、町内会等 540 

の中にはその取り組みが困難な事情があるというところがございまして、それ 541 

が15パーセントということでございます。まずは、これらにつきまして、ＬＥ 542 

Ｄ化を進めている現時点において改めて各町内会等ごとに個々の影響額を算出 543 

いたしまして、説明してご理解をいただき、ご協力をお願いしていく準備をし 544 

ているところでございます。 545 

 なお、この取り組みにつきましては、現時点においても一部の町内会等に対し 546 

ては既に行っているところであり、渡邊議員の本会議における発言もございま 547 

したとおり、より積極的に町内会等への働きかけをしてまいりたいと考えてご 548 

ざいますので、ご理解願いたいと思います。 549 

 それから、４点目、市として電気料金を平成29年度以降どのように推計した中 550 

で考えているのかということでございますけれども、先ほどもお答えいたしま 551 

した。現在国の中でも電気料金の全面自由化等の動きも進んでございます。ま 552 

た、北電等もさまざまな取り組みをしているようでございます。こういった料 553 

金の値下げ、値上げなど変動の可能性がかなりあるということで、今時点で具 554 

体的にこうなるからこうだという部分を想定した上で平成28年度末の数値を見 555 

込んだわけでないということで、ご理解願いたいと思います。 556 

井上事務局長 ２点質疑いただきました。１点目として、椅子の設置につきましては以前にご 557 

指摘いただいた部分もあり、現在においては対応させていただいているところ 558 

でございますけれども、ただその施設、施設においての玄関の大きさ等がある 559 

ことから、２つに分ける、あるいは広さを十分にとるということは難しいと考 560 

えております。 561 

 また、２点目の車椅子に乗りかえるときに、施設に設置している車椅子を常時 562 

広げた状態にしておいてはどうかということですが、これにつきましてもでき 563 

る限り、広げた状態で対応させていただきたいと考えております。また、選挙 564 

前に事務従事者の方への説明会を開いておりますので、そのときに事務従事者 565 

の方に周知を図りたいと考えておりますが、これについても施設の玄関の広さ 566 

というものもございますので、全投票所においての対応については難しいと考 567 

えております。 568 

万年係長 街路灯に関しての普通交付税措置の額について、項目としてはないのですけれ 569 

ども、地域振興費の単位費用の中で一部防犯灯設置助成事業というものがあり 570 

ます。ただ、この内訳は明確には示されておらず、4,000万円ほどと書いてあり 571 

まして、７項目あります。単純に７項目で割り返し、滝川市に置きかえますと 572 

200万円ほど入っている計算になります。 573 

清  水 外国青年招致事業は、全額交付税措置とお聞きしました。これは100パーセント、 574 

今回でいうと1,567万円が措置される見込みなのか伺います。 575 
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 ２点目は、まちづくりセンターみんくるについてですが、高額というのはどの 576 

程度の金額かということをお伺いいたします。 577 

 街路灯については、結局若干数はナトリウム灯からＬＥＤ灯に設置費補助金を 578 

支出した実績があるということで確認していいのか伺います。 579 

 水銀灯の残りの対策ですが、ＬＥＤ化するとき街路灯補助金交付規則では事業 580 

費の上限が３万5,000円なのです。そうすると、いわゆるハイウエー灯的なもの 581 

や商店街のシャンデリア形式の場合は、とても３万5,000円では追いつかないわ 582 

けで、恐らくそれの５倍とか、10倍まではいかないのでしょうけれども、そこ 583 

の水銀灯をＬＥＤ灯にかえていくためには今の規則ではちょっと追いつかない。 584 

要するにメリットがないというか、そういうことが原因で進まないのではない 585 

かと思うので、その点を伺いたいと思います。 586 

工藤所長 まちづくりセンターみんくるのセンサー設置の部分で幾らぐらいかかるのかと 587 

いうことでございますけれども、一応正式に見積もりを出してもらっているわ 588 

けではございませんけれども、業者のほうに見ていただきましたところ、配線 589 

等の工事も必要になってくるだろうということで、15万円程度はかかるだろう 590 

ということでございます。 591 

横山課長補佐 街路灯について、まず、１点目として若干数ナトリウム灯からＬＥＤ灯へした 592 

事例があるということで確認していいかということでございますけれども、基 593 

本的にまず申請を前年度にいただいて、例えば町内10灯、20灯ですとか、それ 594 

を次の年度に切りかえをしていくことになるのですけれども、そういう大きな 595 

形でナトリウム灯をＬＥＤ化したという事例はないかと思います。そういった 596 

形のものとは別に事例としてございますのは、例えばナトリウム灯が設置され 597 

ておりますと。それが例えば壊れてしまったとか、そういった場合にナトリウ 598 

ム灯からＬＥＤ灯への１灯だけの切りかえという事例がたしかあったなという 599 

ことでございますので、市として電気料の削減を目的としてナトリウム灯から 600 

ＬＥＤ灯への切りかえを承認したという事例はないと考えてございます。 601 

 ２点目でが、ハイウエー灯、それから商店街、こういったところの工事費が３ 602 

万5,000円でおさまらないような高額なところがあるということで、町内会では 603 

なかなか進まない、工事の意欲が湧かないというところがあるのではないかと 604 

いうようなご指摘でございます。確かに町内会で１灯式で立っているような街 605 

路灯よりは、明らかに規模の大きい街路灯がございますので、そういった側面 606 

もあるのかなというように把握してございます。現在、先ほど申しました平成 607 

28年度末まで85パーセントを目標に切りかえを町内会の皆さんへお願いしてい 608 

きたいと考えてございますけれども、並行してこの期間を利用いたしましてこ 609 

ういった町内会に具体的に切り込み、どういった形でやっていけばいいのかと 610 

いうことを双方協議する中で検討していきたいと考えてございますので、ご理 611 

解願いたいと思います。 612 

山内課長 ただいまの外国青年招致事業の内訳の件でございますけれども、1,567万1,000 613 

円ということで出てございますが、このうち国際交流員自体に払い込んでいた 614 

だく家賃収入105万円が含まれております。そして、普通交付税で１人当たり措 615 

置される金額が472万円となっております。これの掛ける３人分ということでご 616 

ざいます。予算上は、このようになってございます。 617 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 618 

山  口 まず、市長の肝いりで生まれた民間シンクタンクですが、新年度も開催される 619 
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と思うのですけれども、開催の予定、年間回数と、それから予定されている審 620 

議事項等、もしわかっていれば教えてください。 621 

 それと、審議の結果が行政の施策になる流れといいますか、システムといいま 622 

すか、その結果が行政に生かされることになるのはどういうルートを通って成 623 

立していくのかということをお聞かせ願いたいと思います。あわせて運営関係 624 

の費用等どこにのっているのか伺います。 625 

 それと、統一地方選挙ですけれども、市民のクレームで投票用紙に本人が書け 626 

ない障がい者とか高齢者に付添人がついている場合の対応は、どのようにして 627 

いるのか、またそれを各投票所にどのように周知徹底しているのかお聞きした 628 

いと思います。 629 

 それと、私が提案した新成人等の立会人の実施はされるのかどうか伺います。 630 

稲井課長補佐 民間シンクタンクにつきましては、これまでの過去の経過といたしまして北海 631 

道医療大学との連携ですとかリンゴ発泡酒の試作品、こういったものについて 632 

は民間シンクタンクからの提案でありましたけれども、それに関する会議等の 633 

頻度、そういったものにつきましては不定期であります。まず、組織体といた 634 

しましては一般社団法人ということで会計が独立しておりまして、その運営自 635 

体は法人の中で費用が賄われているということになってございますし、新年度 636 

に向けての提案、提言等についてはまだ政策予算等に向けての協議というもの 637 

は行っておりませんが、今後不定期ではありますけれども、打ち合わせを行い 638 

ながら政策として取り入れたり、また反映するものも検討していきたいと考え 639 

てございます。 640 

井上事務局長 まず、投票用紙の関係で、付添人と一緒に来られて本人が記載できない場合と 641 

いうことですが、代理投票の制度がございまして、受付の段階でその旨をご説 642 

明いただければ、そこの投票所の事務従事者が代理投票ということで、２人の 643 

従事者が対応して投票していただけるという状況になっております。また、そ 644 

の投票の仕方については、各投票所に周知してございますので、該当される方 645 

が投票所に来られた際はその旨を受付でお伝えいただければ対応は可能でござ 646 

います。 647 

 投票立会人の関係につきましては、３月の広報たきかわで、選挙管理委員会か 648 

ら選挙について周知させていただいておりますが、その中に記載させていただ 649 

きまして、現在１名の方の申請を受理させていただいているところでございま 650 

す。 651 

山  口 まず、シンクタンクの件ですけれども、例えば発泡酒が実現したと。それはそ 652 

のシンクタンクの会議に職員が同行していて、その職員が担当部署に伝えて、 653 

検討を重ねて施策として実現するというシステムになっているのか、それとも 654 

市長が後で関係部署にこういうことを検討しなさいと指示して実現するのか、 655 

その辺の流れを聞きたいのです。 656 

 それと、投票の件ですけれども、例えば障がいのある子供が自分で書けないけ 657 

れども、親がどの人と言って指を指して、親が代理で書くのを立会人が見てい 658 

て投票ができるということはいいのか伺います。 659 

井上事務局長 障がい者の方と一緒に来られた親が指示された部分においてということですが、 660 

それは本人の意思での投票になりませんので、認められません。 661 

稲井課長補佐 民間シンクタンクとの打ち合わせ、それから政策化の流れですが、まず一般社 662 

団法人たきかわ未来会議としての会議、これについては総会を初め、ある程度 663 
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定期的に各会合が開かれていると伺っております。その中で特に政策化をすべ 664 

き事項が発生した場合、または行政のほうで検討を要する事項が提案される場 665 

合においては適宜関係職員が打ち合わせに伺うこともございます。また、市長 666 

から指示がおりるということも一方であるということでございます。 667 

山  口 確認ですけれども、投票の事務従事者が代理で、障がい児の意思で書くのはい 668 

いのですか。 669 

井上事務局長 障がい者の方が来られて、記載台のほうに名簿がございますので、その名簿に 670 

この人をと指を指す等のしぐさをしていただければ、代理者が記載して、障が 671 

い者の方に確認をとって投票していただくということで今現在対応してもらっ 672 

ています。 673 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 674 

荒  木 街路灯のＬＥＤ化の件で、各単位町内会が予算を編成する時期なので、間違っ 675 

た認識を我々が伝えないために確認ですけれども、平成26年度の予算より半減 676 

しているのは、おおむね何年間の計画だったのか、あるいは去年が異例でＬＥ 677 

Ｄ化に向けた予算を増額したのか伺います。 678 

横山課長補佐 ＬＥＤ化について、去年900灯余りの予算ということでございます。先ほど申し 679 

ましたとおり、平成28年度末までに40パーセントを目指すということでござい 680 

ます。一応こういった形で計画を立てたのが昨年から大幅に始めたわけでござ 681 

いますけれども、通常ですと３年間同額で予算をつけるということが基本的な 682 

ところかとは思うのですけれども、なるべく早いうちに大きな投資をしたほう 683 

が大きいということで、昨年度は933灯ということでございました。その後につ 684 

きましては、確定の数字を持っていたわけではないのですけれども、最終的に 685 

は40パーセントを目指して平成28年度まで進めていくということになると、今 686 

回提案をさせていただいた灯数が減になったということでございます。 687 

関  藤 国際交流事業の件で、先ほど清水委員の答弁でちょっと疑問に思った点がある 688 

ので、質疑させていただきます。 689 

 交付税措置が１人当たり472万円、ここで計上されているのが３人分ということ 690 

ですから約1,416万円で、私の認識が間違いなければ多分外国青年招致事業、給 691 

与１人当たり30万円掛ける12カ月で360万円、３人分だと1,080万円という金額 692 

になります。この1,567万1,000円を３人で割ると１人当たり約520万円の金額が 693 

計上されるわけですが、給与の中から家賃が支払われるとなるとちょっとこの 694 

金額がおかしくなってくるかと思うのですけれども、給与以外にかかっている 695 

経費は何なのか。それから給与から外国人みずから支払っている金額はどのよ 696 

うなものが支払われているのかをお伺いいたします。 697 

山内課長 家賃100万円は、歳入でいただいて、歳出ということで出さなければならないも 698 

のですから、100万円を含めさせてもらいました。ですから、現在のところ46 699 

万円が差額ということになります。 700 

（「人件費以外に……」と言う声あり） 701 

委 員 長 答弁が不十分なので、改めて関藤委員のほうから質疑願います。 702 

関  藤 人件費以外に保険とかその他いろいろな経費があると思うのですが、人件費以 703 

外に支出されているもの、それから人件費の中から外国人みずから給与の中か 704 

ら支払われているものの金額の内訳について伺います。 705 

山内課長 国際交流員本人の給与から支払っているものは、共済費、保険等はございます 706 

けれども、それ以外はございません。それ以外にこの金額から払われているの 707 
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は、旅費で来日旅費、帰国の旅費でありますとか、そのほか研修等にかかわる 708 

旅費、自治体国際化協会等に係る負担金、そのほか本人が行う事業等で少ない 709 

ですけれども、消耗品でありますとかがございます。 710 

委 員 長 それでは、この辺で昼食休憩に入りたいと思います。 711 

再開は13時からといたします。 712 

休  憩 １１：５５ 713 

再  開 １２：５８ 714 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 715 

 引き続き質疑をお受けいたします。質疑ございますか。 716 

大  谷 私も最後の予算委員会となりまして、今までわからないのにそうかなと思いな 717 

がら見過ごして手を挙げずにきた部分もありますけれども、今回はこんな小さ 718 

いことも聞くのかと思うようなことにもちょっと触れてまいりたいと思ってお 719 

りますので、その辺最後は仕方がないということで、よろしくお願いいたしま 720 

す。 721 

 それでは、59ページ、庶務事務に要する経費ですが、ここに表彰者選考審議会 722 

委員報酬以下、６項目の審議会等があるのですけれども、何回ぐらい会議をし 723 

て、何人くらいで行っているのか。それぞれ違うと思うので、それぞれの項目 724 

ごとに、そして何パーセントくらい女性が参画しているのかということもお尋 725 

ねしたいと思います。中には、その年度で一回も開催されなかった審議会もあ 726 

るということも聞いておりますが、その辺もあわせてご答弁いただきたいと思 727 

います。 728 

 次、67ページ、男女共同参画に関してですが、この中の男女共同参画推進協議 729 

会補助金１万5,000円については、ずっと変わらず、内容も承知しておりますが、 730 

その他諸費で昨年は24万9,000円、これが11万7,000円になっております。昨年 731 

推進計画等もできたわけですけれども、こういったものの作成費等も入って昨 732 

年が多かったと思うのですが、その少なくなっている内訳を聞きたいというこ 733 

とと、推進計画ができてそれぞれ進めていると思うのですが、先ほどの審議会 734 

の女性委員の参加との関係からいって、そういう点で吉井副市長からもぜひ進 735 

めるような方向でいろんな審議会、出せるものは女性を出してほしいというよ 736 

うなご答弁もいただいていますが、現段階でどのような状況、少しは進められ 737 

ている状況にあるのかお聞きします。ここでは、その他諸費が下がっている部 738 

分と進んでいるかどうかの状況です。 739 

 それから、市民会館の運営管理について、ここは現在どのように使われている 740 

のか。チョッちゃんのコレクション等が入っているのはわかるのですが、その 741 

他にどのような利用がされているのか。経費としては、39万7,000円はどのよう 742 

な費用として使われているのか伺います。 743 

 次、69ページ、未来へつなぐ市民力推進事業補助金ですが、先ほど樋郡部長か 744 

ら実績を踏まえて300万円のところを200万円に減額したというお話がございま 745 

した。これは、実施計画を見てその推進の費用を出すほどの内容ではないとい 746 

うことなのか、それとも申請が少ないのか。また、申請をして計画が認められ 747 

るにはなかなか難しいと帰されているということも聞いていますが、申請しや 748 

すいような方向を検討されているのか、ただ減額で切ってしまったのか、その 749 

辺のいきさつをお伺いしたいと思います。 750 

 それから、町内会等活動促進事業補助金、これはどういう内容で補助金を出し 751 
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ているのか。また、20万円減額されておりますが、どういった理由で減額され 752 

ているのか伺います。 753 

 次、129ページ、災害対策に要する経費60万3,000円ですが、来年度はどういっ 754 

た防災計画を検討しているのかお伺いいたします。 755 

 それから、備蓄等は一応きちんと整備されたのでというお話もありましたけれ 756 

ども、ことしについてはそういった備蓄関係は特に考えないということでいい 757 

のか伺います。 758 

壽崎主査 表彰者選考審議会等につきまして、庶務事務に要する経費の説明欄に記載して 759 

ある順番のとおり、答弁させていただきたいと思いますが、まず、表彰者選考 760 

審議会に関しましては、委員の任期が２年、委員の人数が全部で10名、男性が 761 

７名、女性が３名、男女比率で申し上げまして30パーセントとなってございま 762 

す。次の固定資産評価審査委員会でございますけれども、委員の任期が３年、 763 

委員の人数は全部で３名、男性が２名、女性が１名、男女比率で33.3パーセン 764 

トになってございます。続きまして特別報酬等審議会のほうは、委員の任期が 765 

２年で、委員の人数は全部で７名、そのうち男性が５名で女性が２名でござい 766 

ます。男女比率で申し上げますと28.6パーセントということになります。情報 767 

公開・個人情報保護審査会のほうの委員の任期は２年、委員の人数は全部で３ 768 

名、全て男性となってございます。それから、個人情報保護審議会の委員の任 769 

期は２年、人数は全部で３名、男性が２名の女性が１名と。男女比率で申し上 770 

げまして33.3パーセントになってございます。それから、公正職務審査会は委 771 

員の任期が２年、全部で３名の委員で、そのうち男性が２名の女性が１名、男 772 

女比率で33.3パーセントということになってございます。 773 

 開催回数ですけれども、平成26年度は、表彰者選考審議会が１回の開催、それ 774 

から個人情報保護審議会も１回となってございまして、それ以外の部分につき 775 

ましては開催しておりません。 776 

松本係長 市民会館は、現在平成25年４月１日以降休館しておりまして、市民会館には教 777 

育委員会で管理しているチョッちゃんコレクションを保管しております。現在、 778 

チョッちゃんコレクションは美術自然史館に移設することで検討を進めており 779 

まして、平成27年中に美術自然史館に移設して展示する方向で進めているとい 780 

うことで、担当所管より確認しております。 781 

 また、平成27年度の39万7,000円の内訳ですが、冬囲いに使用する消耗品として 782 

１万円、修繕料としまして２万円、草刈り、屋根雪除雪の手数料として36万7,000 783 

円の合計39万7,000円で計上しております。 784 

横山課長補佐 男女共同参画についてですが、平成26年度と比べまして、その他諸費が減額に 785 

なっていると。その理由ということでございますが、平成25年３月に男女共同 786 

参画計画、それから26年３月には男女共同参画の推進計画を策定してまいりま 787 

した。そういった関係で平成26年度につきましては、計画のスタートアップイ 788 

ヤーということで、計画の最重点目標であります男女共同参画という言葉の認 789 

知度を高めるということを命題といたしまして、ワークライフバランスに関す 790 

る講演会、これを開催するための講師の仲介手数料として手数料21万6,000円を 791 

計上したところでございます。平成27年度につきましては、２年次目というこ 792 

とになりますが、実施事業といたしまして現在３事業を想定しております。１ 793 

つは、ワークライフバランス推進のための啓発の実施ということで、昨年種を 794 

まいたところを啓発のパンフを作成するなどして広げていきたいという事業、 795 
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こちらのほうに消耗品として３万2,000円ほど、それから新たな取り組みといた 796 

しまして若年層のデートＤＶ、これが問題になってございます。ここに切り込 797 

んでまいりたいと思っております。こちらへの教育啓発の推進といたしまして 798 

パンフレットを作成したいということで、印刷製本費８万円ほど計上いたしま 799 

して、各学校への配布を今予定しているところでございます。それから、第３ 800 

の事業といたしまして、地域における男女共同参画のための仕組み、こういっ 801 

たものも構築していきたいと考えておりますので、これを検討していきたいと 802 

考えてございます。金額については減額ということになってございますけれど 803 

も、それぞれ実施事業について毎年さまざま検討しながら、考え合わせながら 804 

進めているための経費の変動と捉えておりますので、ご理解いただきたいと思 805 

います。 806 

土橋係長 今横山課長補佐から答弁がありましたその他諸費の関係で、大谷委員から女性 807 

委員の参加の状況が進んでいるかどうかというご質疑もありましたので、その 808 

点についてお答えさせていただきます。 809 

 結果から申し上げますと、なかなか審議会の数が多いこととそれぞれの任期の 810 

終了のタイミングが一致していないものですから、随時数字を出していますの 811 

で、率直に進んでいる、進んでいないということが大変申しにくいですが、数 812 

字的に余り芳しくない傾向が続いている状況でございます。ただ、先ほどご質 813 

疑の中でございましたように、吉井副市長初め市長部局としましても今回推進 814 

計画に基づきまして積極的に進めたいということで、特に個別にお一人お一人 815 

の任期満了の時点で総務課から所管課に、何とか改善できないかというような 816 

努力も引き続き行っていますし、今後におきましても少しでも数字が上がるよ 817 

うに一層の努力を続けていきたいと思っています。 818 

工藤所長 まず、未来へつなぐ市民力推進事業補助金の対前年比100万円の減の内訳でござ 819 

いますけれども、実績等に基づいて100万円減にしたところでございます。今年 820 

度に限り今現在７件申請がございまして、179万9,000円を補助しているところ 821 

でございます。そのうちの２件、70万円ですけれども、こちらのほうは一応補 822 

助期間３年間を満たすということで、平成27年度の申請はなく、単純に179万 823 

9,000円から70万円減るということです。一方で、新たに申請を予定して相談に 824 

来ているところもございますので、そういった部分を勘案しながら200万円とし 825 

たところでございます。 826 

 また、帰しているのではないかというようなことも質疑の中にございましたけ 827 

れども、私どもで相談等を受けて、申請できるようなアドバイス等はしており 828 

ますけれども、帰したというか、明らかに対象にならないご相談もございます。 829 

例えば、単年度で終わるようなコンサートの開催に対する補助だとか、そうい 830 

ったご相談のときはちょっと趣旨が違うということで、申請できないというこ 831 

とをお話したことはございますけれども、それ以外で相談した方にその場で帰 832 

ってもらうようなことは全くしておりません。 833 

 それと、もう一点、町内会等活動促進事業補助金、こちらも昨年度から見て20 834 

万円ほど減になってございますけれども、こちらの事業の目的、内容はという 835 

ご質疑でございます。この町内会等活動促進事業補助金につきましては平成25 836 

年度にできたもので、例えば地域の連携だとか、地域の触れ合い、交流を深め 837 

るための町内会等で行われる新規のイベントに対して補助するものでございま 838 

す。こちらのほうも１年だけということではなくて複数年にわたって、継続し 839 
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ていただけるような事業ということでございます。また、補助の率としまして 840 

は、対象経費の２分の１以内ということで、上限は10万円という補助要綱にな 841 

ってございます。今年度につきましては、今のところ２件の申請がございまし 842 

て、８万800円を補助してございます。また、来年度については当然この２件が 843 

３年以降も継続するものと考えてございますけれども、新たに新規事業等も含 844 

めまして来年度については30万円計上したというところでございます。 845 

尾崎室長 災害対策に要する経費について、ご説明いたします。 846 

 60万3,000円のうち31万9,000円が消耗品費、５万7,000円が食糧費、22万7,000 847 

円が備品購入費となっております。現在備蓄計画に基づいて備蓄をしておりま 848 

す。31万9,000円の消耗品費のうち、今回食料を食べるための紙皿ですとか、紙 849 

ボールですとか、スプーン、ミルクの哺乳瓶、飲み物を飲むための紙コップ、 850 

非常食としてクラッカー、野菜シチュー、ミネラルウオーターということで、 851 

合計31万9,000円分を備蓄品として購入する予定でございます。備品購入費につ 852 

きましては、ポータブルのストーブを10台購入いたしまして、これが合計22万 853 

7,000円となっております。 854 

大  谷 審議会も思ったよりは女性のパーセントも結構あると思いますし、また委員の 855 

選考に当たってはパーセントを上げる努力をしていただいているというのもわ 856 

かりました。選考の実態、どのようにされているのか、選考基準だとか、どの 857 

ようにして選ばれるのか、もう一回再質疑したいと思います。 858 

 それから、未来へつなぐ市民力ですけれども、なかなか町内会にこういうこと 859 

でこれが対象になるのでないのとか言っても面倒に思ってしまうのです。そう 860 

いうことで、広報等では出ていると思うのですが、いろんな連絡協議会等でも 861 

詳しく説明されているのかどうか。申請する方向で、やりやすいような指導と 862 

いうか、そういうことにも努められていくということも大事なことだなと思い 863 

ますので、その辺はどのようにＰＲして今まで進めてきて、これから進めよう 864 

としているのかお聞きしたいと思います。 865 

 それから、防災の件では、備蓄した消耗品が賞味期限というか、使えなくなる 866 

時期があると思うのですが、それで入れかえ等に予算も必要になると思うので 867 

すが、そういった賞味期限切れになるようなものについてはどのように処分さ 868 

れているのかお伺いいたします。 869 

工藤所長 再質疑が、先ほど未来へつなぐ市民力推進事業とおっしゃったかなと思います 870 

けれども、お伺いすると町内会のということでしたので、町内会等活動促進事 871 

業補助金かなと思われますけれども…… 872 

（「それでお願いします」と言う声あり） 873 

工藤所長 周知方法、ＰＲということのご質疑かと思いますけれども、広報たきかわ４月 874 

号にも載せますが、昨年も４月号、９月号の広報は当然ですけれども、町内会 875 

の回覧で特集を掲載したり、また毎月発行していますまちづくり通信に掲載し 876 

たり、町内会とまちづくりセンターのほうで町内会連合会連絡協議会の事務局 877 

を持っているわけですけれども、こちらの理事会、また三役会等で周知してい 878 

るところでございます。また、まちづくりセンターにも皆さんが自由に使って 879 

もらう交流スペースがありますが、こちらのほうにも一応実績事業の報告等の 880 

掲示とか、そういったことでＰＲはしております。引き続き平成27年度におい 881 

てもいろんな形でＰＲしたいと考えております。 882 

尾崎室長 賞味期限が切れた食料品とか水についてですけれども、これにつきましては総 883 
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合訓練等の中で皆さんにお配りして、期限が来る前に消費するということで考 884 

えております。 885 

壽崎主査 ご質疑いただきました各種委員会等の選考の具体的な部分のお話ですけれども、 886 

そもそも選考に当たりましては、昨今の女性の社会参画という部分での意識づ 887 

けはもとより、一人でも多くの方に開かれた行政への参画を目指すという意味 888 

では、各所管の担当者の意識のほうも高まってきているように思いますけれど 889 

も、いかんせんそれぞれの会議体の設置目的ですとか、また委員になられる方々 890 

の専門性を要する部分だとか、そういった諸条件もございますので、それらも 891 

含めてこれからも進めていきたいと思っているところでございます。特に団体 892 

推薦という部分がございますけれども、例えば個人情報保護審査会といった部 893 

分ですと、専門性が求められるがために札幌の弁護士会のほうに委員を１名お 894 

願いしたいというようなお話をさせていただくのですけれども、その際にはこ 895 

ちらのほうからなるべく女性をお願いしたいというような依頼をしているとこ 896 

ろでございます。その結果、団体から男性か女性かというのはふたをあけてみ 897 

ないとわからないですけれども、そういった努力を進めていきたいと考えてご 898 

ざいますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 899 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 900 

渡  邊 まず、59ページの庶務事務に要する経費、交際費についてお伺いしたいと思い 901 

ます。 902 

 市長の交際費はホームページで明確に出ていますが、これらは社会通念的な要 903 

素が含まれていると思いますが、この180万円の中に市長としての政策的な部分 904 

の交際費というのは含まれているのかどうか。 905 

 それと、67ページの市民生活の向上推進に要する経費の中で広報配付等報償費 906 

についてお伺いします。これについては、各町内会等に報償費を支出している 907 

と思います｡町内会に入っていない方々にも広報は配られるわけですけれども、 908 

その町内会に入っていない人の分の部数というのは町内会の中に支払われる報 909 

償費に含まれているのかどうか伺います。 910 

 61ページの職員研修に要する経費700万7,000円ですが、一昨日一般質問させて 911 

いただきましたけれども、ここにおける予算の計上した中で研修の内容、また 912 

対象人員、また研修回数等についてお伺いします。 913 

 77ページ、各種統計調査に要する経費、ことしは国政調査があるということで、 914 

重要な年かと思います。そこで、この調査員の選考基準的なものはあるのか。 915 

単純にハローワーク等で募集をするのか。というのは、個人情報という厄介な 916 

ものがあって、ある程度選考には厳しいものがあるかと思います。また、この 917 

報酬について日額なのか、月額なのかについて伺います。 918 

堀之内室長 市長の交際費ですが、ご質疑にありました政策的な交際費というのはどのよう 919 

に捉えればいいのかなと思ったのですが、例えば市長が相手方と何か交渉して、 920 

それに係る交際費だとか、そういういろんな意味も含めて、交際費については、 921 

まず基本的に慶弔の部分でいえば祝儀、祝儀とは会費ではない部分の会合に出 922 

たときのお祝いですとか、そういったものが含まれているものを祝儀、それか 923 

ら弔慰としましては亡くなられた方への弔慰の関係、それから渉外、渉外とい 924 

うのはいわゆる市政に協力していただいた方に例えばお伺いするときにお土産 925 

を持っていくとか、そういったことも含まれているのが渉外、それから会費と 926 

いうことで、いろんな会合の会費ということであります。それと、その他とい 927 
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うことで、例えば団体によって全国大会とか世界大会に出るような場合に一部 928 

お祝いを上げたりというようなことも含めて、こういった区分で行っておりま 929 

して、今回180万円の予算の中のうち175万円については市長の部分ですけれど 930 

も、５万円については例えば市の名誉観光大使ですとか、そういった方にお歳 931 

暮等の分として見込んでいます。そういった区分の中で前年度、前々年度、過 932 

去３年ぐらいの平均で180万円ということで積算しておりますので、ご理解いた 933 

だきたいと思います。 934 

横山課長補佐 広報配付等報償費について、この支払いにつきましては平成26年度につきまし 935 

ては２万649世帯、27年度につきましては、２万713世帯分をお支払いするよう 936 

な形としております。この件数でございますけれども、町内会から例えばリス 937 

トを出していただいて１件１件チェックをするということではなくて、申し出 938 

ていただきまして、その件数分の報償費を支払っているというような仕組みに 939 

してございます。 940 

小畑課長補佐 職員研修の内容についてお答えをさせていただきます。 941 

 平成27年度の研修の計画としましては、滝川市人材育成基本方針というものに 942 

基づきましてさまざまな研修の内容のものを予算で上げさせていただいており 943 

ます。具体の中身としましては、各役職別の研修としまして、例えば課長職で 944 

ありますと昇任された方を対象にしました新任の課長研修ということで、ハー 945 

ドクレーム、リスクマネジメントですとか自治体の経営管理というような内容 946 

で派遣研修を行ったり、課長補佐職については管理能力研修ですとか、係長に 947 

ついては指導能力研修ですとか、担当職員については地方公務員法、自治法、 948 

それから民法ですとか、そういった基礎的な部分での研修ということで、各役 949 

職に応じてそれぞれその職員に必要な必須の研修を計画上位置づけておりまし 950 

て、そういった研修を受けさせるために主に札幌市にあります研修センター、 951 

それから千葉県にあります市町村アカデミーなどに派遣研修をするための経費 952 

が大きな内容になっております。それからもっと長期の研修ということで、こ 953 

のたび地域活性化センターへの研修、そういった外部の機関に長期で研修を派 954 

遣するものに関する費用も含めて、大体そのような研修の中身となってござい 955 

ます。 956 

稲井課長補佐 統計に関するご質疑ですが、今回の国勢調査につきましては調査区としては約 957 

400カ所程度予定されておりまして、少なくとも調査員としては200名を超える 958 

調査員の方々にお願いをすることになろうかと思います。調査員の選定基準と 959 

いうことでありますけれども、まずこの統計にかかわらず統計調査員としての 960 

登録が市のほうにございますので、まずは経験を有する方々にお願いをしてい 961 

くということで考えてございます。そういった募集方法についても仮に不足し 962 

た場合にはまた対応を考えていきたいということであります。調査員には守秘 963 

義務が課されますので、やはり経験者であることのほうが円滑といいますか、 964 

望ましいと考えてございます。 965 

 それから、報酬の日額か月額かということでありますけれども、今予定してお 966 

ります調査員の任期については約３カ月程度と考えていますが、この任期中に 967 

一括で定められた分の金額をお支払いするということで考えてございます。 968 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 969 

副委員長 67ページの空家等の適正管理に要する経費の部分で、先ほどの説明では今回空 970 

家等危険防止補修工事を行うと。２件あるということですけれども、これはい 971 
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わゆる行政代執行に当たるのかどうなのかということと、それに伴ってこの２ 972 

件分の補修費用を回収できる予定はあるのかどうなのかということをまず伺い 973 

たいと思います。 974 

 それと、２点目は、消費者対策に要する経費の部分で、いわゆる消費者被害が 975 

多くなってきていると。先日も大金を被害に遭ったという話がありましたけれ 976 

ども、それに向けての被害を防止するための条例策定に関する調査費用とかが 977 

この中に含まれているのかどうなのかということも伺いたいと思います。 978 

 ３点目、先ほど広報配付等報償費のお話がありましたけれども、この報償費に 979 

関しては町内会の申告に基づいて支払われていると思うのです。実際の世帯数 980 

がそこに存在するのかどうなのかというのを調査しての予算額になっているの 981 

かどうかというのを伺いたいと思います。 982 

横山課長補佐 消費者被害、かなり増大してございます。私どももその辺は危惧しておりまし 983 

て、実は今パンフレットを独自に作成して、それを班回覧するだとか、そうい 984 

った取り組みを進めていきたい、今までにない取り組みをしていきたいと考え 985 

てございますが、今回の予算計上の中には条例策定のための経費は含まれてい 986 

ないということでご理解いただきたいと思います。さまざまな取り組みは進め 987 

てまいりたいと思います。 988 

 それから、広報配付等報償費の関係でございます。先ほどご答弁でも申し上げ 989 

ましたとおり、町内会からの申告に基づいて、支払いをさせていただいている 990 

ということでございます。 991 

原田課長補佐 空き家の工事の件ですけれども、原則所有者のいる物件ですので、所有者自身 992 

と話し合いを進めまして、自身で修繕なりをしてもらうということが大前提に 993 

なりますけれども、もし費用的にとか、そういった理由でできないといった場 994 

合に、最終的に行政代執行ということではなくて最低限の危険回避措置をする 995 

予定で予算を組んでおります。費用については、もちろん所有者がいるわけで 996 

すから、回収するということで取り組んでまいります。 997 

副委員長 広報の関係で再質疑したいと思います。 998 

 先ほど説明していただいた平成27年度は２万713世帯ということで算出されて 999 

いるのだと思うのですけれども、広報の印刷部数とどれだけの乖離があるのか 1000 

伺いたいと思います。 1001 

委 員 長 答弁調整のため、暫時休憩といたします。 1002 

休  憩 １３：４０ 1003 

再  開 １３：４１ 1004 

委 員 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 1005 

 それでは、答弁を求めます。 1006 

横山課長補佐 広報の発行部数が予算の数値ということになりますが、２万1,180部の印刷を予 1007 

定しているところでございます。それに対して予算上ということになりますけ 1008 

れども、広報の配付数がこの報償費として支払う分の予定が２万713世帯分とい 1009 

うことになります。 1010 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 1011 

（なしの声あり） 1012 

委 員 長 それでは、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 1013 

（異議なしの声あり） 1014 

委 員 長 そのように確認いたします。 1015 
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 以上で総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費、関連議案第18号、 1016 

第20号及び第28号の質疑を終結いたします。 1017 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 1018 

 次回は３月16日、月曜日、午前10時から会議を開きます。 1019 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 1020 

散  会 １３：４３ 1021 

 1022 


